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野木町AIデマンド交通システム導入・運用業務委託プロポーザル実施要領 

１  業務概要 

（１） 件名 

野木町AIデマンド交通システム導入・運用業務委託 

（２） 発注者 

野木町 

（３） 業務内容 

｢野木町AIデマンド交通システム導入・運用業務委託仕様書｣（以下「仕様書」という。）のとおり 

（４） 履行期間 

契約締結の日の翌日から令和 12年 3月 31日まで 

※本契約は地方自治法第 234条３の規定に基づく長期継続契約を予定しているため、契約にあ

たっては、町の各年度予算において当該契約に係る経費が減額又は削除されたときに契約を変

更又は解除できる旨の特約を付する。 

２  委託料上限額 

委託料上限額（消費税及び地方消費税を含む。） 

１１，０６３，０００円 

※この金額は、令和 7年度に係る予算額である。別途提出を求める見積書には、令和 12年 

３月 31日までのシステム保守に要する経費も含めた総額を記載すること。 

３  所管部署 

野木町産業建設部都市整備課都市開発係担当：荒井、坂巻 

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 571 

TEL：0280-57-4161 / FAX：0280-57-3945 

Email：toshiseibi@town.nogi.lg.jp 

４  参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、単独企業又は共同企業とし、次に掲げる要件の全てを満たすもの

とする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4に規定する者に該当しないこと。 

（２） 会社更生法（昭和 14年法律第 154号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更

生手続開始決定がされていない者でないこと。 
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（３） 民事再生法（平成 11年法律第 225号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再

生手続開始決定がされていない者でないこと。 

（４） 野木町暴力団排除条例（平成２３年野木町条例第１９号）第２条第２号又は第３号に規定する暴

力団員又は暴力団員等と認められる者及びこれらと密接な関係を有していると認められる者でな

いこと。 

（５） 直前１年間、国税及び地方税の滞納がないこと。 

（６） 日本国内において、令和 7年 3月 31日以前５年間にAIデマンド交通システム導入・運用業

務委託の受注実績があること。 

（７） 栃木県内又は近接都県内（東京都・埼玉県・茨城県・群馬県）に本店又は入札及び契約に係る権

限を委任された営業所があること。 

（８） 令和７・８年度野木町物品・役務入札参加資格者登録名簿に登録のある者で、５の実施スケジュ

ール期間において野木町より指名停止の措置を受けていない者 

５  実施スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。 

 項 目 期 間 等 

1 質疑の受付 令和７年４月２３日(水) ～ 令和７年５月１２日(月) 午後５時 

2 質疑に対する回答 令和７年５月１９日(月)   

3 参加表明書の受付 令和７年５月１９日(月) ～ 令和７年５月２３日(金) 午後５時 

４ 参加承認の可否の連絡 令和７年５月３０日（金）   

５ 企画提案書の受付 令和７年５月３０日(金) ～ 令和７年６月 ６日(金) 午後５時 

６ 書類審査～結果通知 令和７年６月 ６日(金) ～ 令和７年６月１３日(金) 

７ プレゼンテーション審査 令和７年６月３０日（月）  （予定） 

8 
本審査結果通知 

契約締結 

令和７年７月上旬  （予定） 

 

６  参加表明の手続き等 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。 

なお、提出書類の様式等は、町のホームページに掲載する。また、希望がある場合は、個別にメール等

で送付する。 

〔野木町ホームページ〕 https://www.town.nogi.lg.jp/ 

 

https://www.town.nogi.lg.jp/
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（１） 提出書類 

参加表明書（様式１） 

※納税証明書（様式その３又はその３の３）、商業登記の登記事項証明書又は商業登記簿謄本のい

ずれかを添付すること（写し可）。 

（２） 提出期間 

令和７年５月１９日(月)から令和７年５月２３日(金)午後５時まで 

※郵送の場合は提出期限当日必着のこと 

（３） 提出方法 

持参または郵送（簡易書留郵便に限る。） 

（４） 提出先 

前記３参照 

 

７  質問及び回答 

本プロポーザルに関する質問は、次の方法で提出すること。 

（１） 提出書類 

質問書（様式２） 

（２） 提出期間 

令和７年４月２３日(水)から令和７年５月１２日(月)午後５時まで 

（３） 提出方法 

質問箇所及び内容を分かりやすく記載し、電子メールにより提出すること。なお、他の方法による質

問書は受け付けない。 

（４） 提出先 

前記３参照 

（５） 質問書の回答 

質問に対する回答は、令和７年５月１９日(月)までに本町ホームページへの公開または電子メール

の送付により行う。 

８  辞退届の提出 

参加表明後、本プロポーザルへの参加を辞退する者は、辞退届を次の方法で提出すること。 

なお、この場合でもその他の事業において不利益を被ることはないものとする。 

（１） 提出書類 

辞退届（様式３） 

（２） 提出期限 
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令和７年６月２７日(金)午後５時まで 

（３） 提出方法 

持参または郵送（簡易書留郵便に限る。） 

（４） 提出先 

前記３参照 

９  企画提案書等の提出 

本プロポーザルに関する企画提案書等は、次の方法で提出すること。 

（１） 提出書類 

① 企画提案書表紙（様式４） 

代表者印押印の上、企画提案書の鑑として提出すること。 

② 会社概要（様式５） 

提案者の事業内容について記載すること。なお、認証取得については、証明できる書面の写しを

添付すること。 

③ 業務実績書（様式６） 

直近５ヵ年のAIデマンド交通システム導入・運用業務の契約実績を記載すること。また、契約実

績の内容が確認できる書類（契約書の写し等）を添付すること。 

④ 業務実施体制（様式７） 

業務の実施体制、分担業務の内容について記入すること。 

⑤ 配置予定主任担当者調書（様式８） 

主任担当者の氏名、経歴、実績等について記入すること。なお、保有資格については、証明でき

る書面の写しを添付すること。 

⑥ 企画提案書（任意様式） 

企画提案書は、仕様書の目的・業務内容を踏まえ作成すること。なお、本プロポーザルにおいて

最適な委託業者を選定するために必要な提案を求めるものであり、具体的な数値や根拠等を求め

るものではない。 

企画提案書の作成は、A4縦版(原則１０ページ以内)、横書き、両面、文字サイズ 10.5ポイント

以上(図、表、画像を除く)、及び左右に 20mm以上の余白を設定すること。なお、A4 サイズに収

まらない場合は、A3サイズまで可能とし、横折込とすること。 

書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法（平

成４年法律第５１号）に定める単位に限ること。 

⑦ 見積書（任意様式） 
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・履行期間について、消費税を含む年度ごとの金額を算出し、その合計額を見積書の額とするこ

と。 

・次の項目を記載し、金額の内訳を明確にすること。 

システム導入費用（ソフトウェア、車載器費用、研修費等） 

システム運用に係る費用（利用料、保守費用等） 

※車載タブレットの通信費は見積りに含めること。オペレータの使用する機材、通信費は見積り

から除くこと。 

・令和７年度中に要する費用について、委託料上限額（前記２参照）を超える提案は失格とする。 

⑧ モデル仕様書（AIシステム要件定義書） 

・回答欄の記述をしたもの 

（２） 提出期間 

令和７年５月３０日(金)から令和７年６月６日(金)午後５時まで 

※郵送の場合は提出期限当日必着のこと 

（３） 提出方法 

持参または郵送（簡易書留郵便に限る。） 

（４） 提出先 

前記３参照 

（５） 提出部数 

提出書類①～⑥の順序で製本し、インデックスを付け、簡易な A4ファイルで提出すること。 

 ・正本 1部（代表者印押印のもの） 

 ・副本 １２部（正本の写し） 

   ・CD-R 1枚（PDF形式で保存したもの） 

 

10  審査方法等 

（１） 委託候補者選定委員会の設置 

業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を、厳正かつ公正に決定するため、本プロポー

ザルの実施にあたり、委託候補者の選定委員会を設置する。 

（２） 審査及び配点 

本プロポーザルの審査は、書類審査を通過した事業者を対象として、プレゼンテーション審査により審

査委員会の各委員が評価を行うものとする。なお、配点については、審査基準（別紙）のとおりとする。 

（３） 書類審査 

   審査基準１～３の項目について、事務局により審査を行い、参加者が５者を超えた場合、選考された

上位５者のみがプレゼンテーション審査に移行する。委託候補者の選定は書類審査およびプレゼンテー
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ション審査の合計点数によるため、参加者が５者以内の場合も審査を実施する。なお、同点の場合は審

査基準３「価格」の評価点が高い事業者を上位とする。 

（４） プレゼンテーション審査 

① 審査基準４～５の項目について、企画提案プレゼンテーションの評価を行い、最も高い評価点を

付した委員の数が一番多い事業者を委託候補者として選定する。ただし、①の事業者が複数であ

った場合は、評価点の合計点数の高い事業者を委託候補者として選定する。 

② ①の評価点が同点の事業者が複数であった場合は、くじ引きで決定する。 

（５） 参加者が１提案者の場合について 

① プレゼンテーション審査において、審査委員会がプロポーザル実施要領、仕様書等を満たすと判

断した場合は、その提案者を委託候補者として決定する。 

② ①の場合でも、各委員が付した評価点が総合計の６割に満たないものは、委託候補者として選定

しない。※提案する事業者が複数の場合も同様 

11  プレゼンテーション審査の実施 

提案者は、次のとおりプレゼンテーションを行うものとする。 

（１） 日時 

令和７年６月３０日（月） 

（２） 場所 

野木町役場新館２階大会議室 

［住所］ 前記３参照 

（３） 開始時間 

後日通知する。なお、順序は企画提案書提出順とする。 

（４） 所要時間 

    ・準備 10分 

 ・企画提案プレゼンテーション 20分 

  ・企画提案ヒアリング 10分 

（５） 内容 

・企画提案書の説明 

（６） 参加人数 

３名までとする。 

（７） 使用機器 

PCは参加者が持参し、プロジェクター、スクリーンは本町において準備する。 
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１２  契約手続 

仕様書及び委託候補者の企画提案書等の記載事項を基本に協議の上、野木町財務規則に基づき契

約を締結する。 

企画提案書等に記載され、選定で評価した項目については、原則として契約時の仕様に反映するも

のとする。ただし、本業務の目的達成のため、必要な範囲において、委託候補者との協議により締結段

階で項目を追加、変更及び削除することがある。また、これにより委託料上限額を超えない範囲で、契

約内容及び契約額等の調整を行うことがある。 

なお、辞退その他の理由で契約ができない場合は、次順位者と契約の交渉を行う。 

１３  完了検査及び委託料の支払 

（１） 完了（一部完了）検査は、業務完了後に行うものとする。 

（２） 委託料の支払いについては、完了（一部完了）検査終了後、適法な請求書を受理してから 

30日以内に行うものとする。 

14  失格となる提案者 

提案者が、次に該当する場合は失格とすることがある。 

（１） 企画提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

（２） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３） 見積額が委託料上限額を超えている場合 

（４） 選考の公平性を害する行為があった場合 

（５） 前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為等、審査委員長が失格であ

ると認めた場合 

15  その他留意事項 

（１） 本プロポーザルに係る経費はすべて提案者の負担とする。 

（２） 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。ただし、本町は、本業務に係る範囲において公表する

場合その他必要と認める場合には、提出書類の内容を無償で使用できる。 

（３） 提出された書類は、返却しないものとする。 

（４） 提出書類の提出後の修正又は変更は、一切認めない。 

（５） 提出書類等に記載された個人情報は、本業務の委託候補者の選定のみに使用し、その他の目的

には一切使用しない。 

（６） 本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、野木町情報公開条例に基づき提出書類

を公開することがある。 
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（７） 審査に対する審査請求はできないものとし、選定結果に関する異議は一切受け付けない。 


